
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座番号 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

契約内容 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

契約水量 □
□ 身体状況 使用水量
□ 家族状況 料金 □
□ 親族関係 口座番号
□ 婚姻

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

実施機関内部での利用

民間・私人

工事等の入札、契約を実施
するため

委員報酬、旅費を支払うた
めに、財務システムへの相
手方登録の際に必要となる
ため

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

部・課名 工業用水部工業用水管理課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

工業用水部の建設工事に係
る総合評価に関すること

総合評価委員 電算処理の有無 本人から収集 無 工業用水部工業用水管理課
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

工業用水部工業用水管理課
各工業用水道事務所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

有
心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

工業用水道の使用開始の申
し込み、使用水量の増量・
減量、使用中止の届出に関
する事務。

条例に定めるところの千葉
県工業用水道事業給水区域
内において、工業用水を受
水する事業者の代表者。

電算処理の有無 本人から収集 無

各受水企業に設置された量水
器による積算結果を審査し、
その結果を以て工業用水道受
水事業者に通知すると共に、
料金等を徴収すること。
納期限後も未納となっている
工業用水道料金に係る徴収及
び、そのことに係る延滞金の
徴収を行うこと。

工業用水道料金等収納状況
及び、未納金、延滞金等を
把握し、適切な収納を確保
するため。

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

企業局と工業用水道受水事
業者の間で取り交わされる
給水契約等の適正な履行を
図ること。

工業用水道の使用に関し必
要な申し込みを受け付け、
給水契約等を適正に履行す
るため。

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

工業用水道料金等徴収事務
（検針事務、料金等徴収事
務、未納整理事務等）

条例に定めるところの千葉
県工業用水道事業給水区域
内において、工業用水を受
水する事業者の代表者。

電算処理の有無 本人から収集 無 工業用水部工業用水管理課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/1


